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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】
　 　 　 タ イ ミ ン グ を 指 定 す る タ イ ミ ン グ 指 定 情 報 入 力 手 段 と 、
　 　 　 前 記 タ イ ミ ン グ 指 定 情 報 に よ っ て 指 定 さ れ た タ イ ミ ン グ の 時 間 間 隔 を 計 測 す る 計 測
手 段 と 、
　 　 　 映 像 信 号 を 処 理 す る 処 理 手 段 と 、
　 　 　 前 記 計 測 手 段 に よ り 計 測 さ れ た 過 去 の 時 間 間 隔 に 基 づ い て 設 定 さ れ た 所 定 の 時 間 間
隔 で 、 前 記 処 理 手 段 の 処 理 内 容 の 更 新 を 継 続 的 に 制 御 す る 制 御 手 段 と
　 　 を 有 す る 映 像 信 号 制 御 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】
　 　 　 請 求 項 １ に 記 載 の 映 像 信 号 制 御 装 置 に お い て 、
　 　 　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 処 理 手 段 の 処 理 が 開 始 さ れ て い な い 状 態 に お い て 前 記 タ イ ミ
ン グ 指 定 情 報 が 入 力 さ れ た 場 合 に 、 前 記 処 理 手 段 の 処 理 の 開 始 を 制 御 す る と と も に 、 以 後
再 び 前 記 タ イ ミ ン グ 指 定 情 報 が 入 力 さ れ た 場 合 に 、 前 記 計 測 手 段 に よ り 計 測 さ れ た 過 去 の
時 間 間 隔 に 基 づ い て 設 定 さ れ た 所 定 の 時 間 間 隔 で 、 前 記 処 理 手 段 の 処 理 内 容 の 更 新 を 継 続
的 に 制 御 す る こ と を 開 始 す る も の で あ る 映 像 信 号 制 御 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】
　 　 　 請 求 項 １ ま た は ２ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 映 像 信 号 制 御 装 置 に お い て 、
　 　 　 前 記 タ イ ミ ン グ 情 報 入 力 手 段 は タ イ ミ ン グ を 指 定 す る タ イ ミ ン グ 指 定 操 作 子 で あ り
、
　 　 　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 タ イ ミ ン グ 指 定 操 作 子 の 所 定 の 操 作 に 応 じ て 前 記 処 理 手 段 の
処 理 の 停 止 を 制 御 す る も の で あ る 映 像 信 号 制 御 装 置 。
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